
第１１回 真室川町農業委員会総会議事録 

 

１．日  時 令和６年４月２５日（金） 午前８時５０分～午前９時２５分 

 

２．場  所 真室川町役場庁舎 町民研修室１・２ 

 

３．議  事  

     

    ・報告第１０号 農地法第１８条第６項の規定による通知について   

    ・議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請について                                            

    ・議案第２８号 農用地利用集積計画（案）の決定について 

    ・議案第２９号 令和６年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

     

 

４．出席者等（敬称略） 

  

（１）出席委員 

梁瀬  裕 髙橋慎知子 髙橋  充 新田祥子 

阿部邦之 園部 義和 沼澤一夫 佐藤慎一 

    

 

（２）欠席委員 

庄司  稔    

  

（３）傍聴農地利用最適化推進委員 

齋藤  功 小松 栄富 齋藤 賢人  

    

 

（４）事務局出席者 

 

 

５．議事録署名委員 

髙橋慎知子 髙橋  充 

  

事務局長 斉藤克智 

事務局長補佐 木戸太一 

事務局主事補 池田梨央 

会計年度任用職員 齊藤瑠依 
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会  長 

 

 

 

事務局長 

 

会  長 
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５番委員 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

おはようございます。第１１回真室川町農業委員会総会を開催したい

と思います。それでは会長、議事の進行よろしくお願いいたします。 

 

 おはようございます。農作業が本格化してきました。農作業事故など

ないように気を付けて作業してください。それでは、第１１回真室川町

農業委員会総会を始めます。３番の事務報告をお願いします。 

 

【事務局説明】 

 

はい。ありがとうございます。次に４番の議事録署名委員は３番委員

と４番委員にお願い致します。それでは、５番の議事に入ります。報告

第８号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」、事務局の説

明をお願い致します。 

 

【事務局説明】 

 

報告ありましたが、ご質問やご意見ありませんか。 

 

ありません。 

 

ないようですので、報告第１０号は決定させていただきます。続きま

して、議案第２７号「農地法第３条の規定による許可申請について」、説

明をお願いします。 

 

【事務局説明】 

 

説明ありましたが、現地確認はどうでしたか。 

 

はい。受付番号２・４・５番について、4月 25日に事務局職員と一緒

に行ってきました。２番の農地は小屋の跡があり、作付けは現在されて

いないようですが、きれいに整備されており農地として保全されている

ので問題ないと思いました。４番は牧草が作付けされており、整備され

ていて問題ないと思います。５番は水稲の作付されていたようで、整備

されており問題無いと思いました。 

 

はい。ありがとうございました。受付番号１番と３番はどうですか。 

 



３番委員 
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会 長 

 

各 委 員 

 

 

 

はい。受付番号３番の農地へ 4 月 15 日に事務局職員と確認して来ま

した。耕作の準備がされていました。 

 

ありがとうございました。１番の農地はどうでしたか。 

 

はい。１番の農地は私からご説明いたします。この農地は現在基盤整

備中の農地で、現地確認することができないので事務局で対応いたしま

した。現状は整備された３～４町歩の農地の中に含まれている状況で、

事務局でその周辺の写真を撮ってきました。一時利用地の図面も併せて

ご覧ください。 

 

はい。それでは、ご質問やご意見はございませんか。 

 

ありません。 

 

それでは議案第２７号は決定させていただきます。続きまして、議案

第２８号「農用地利用集積計画（案）の決定について」、事務局の説明を

お願いいたします。 

 

【事務局説明】 

 

はい。ありがとうございます。現地確認はどうでしたか。 

 

はい。毎年ヘリで消毒している農地です。問題ないと思います。 

 

ありがとうございます。この賃借料には水利費は入っていないという

ことでよろしいですか。 

 

はい。この農地は自己所有のポンプを使用しているので、水利費は発

生しないという事です。 

 

はい。わかりました。みなさんからご質問等ありませんか。 

 

ありません。 
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事務局補佐 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

９番委員 

それでは議案第２８号は決定させていただきます。次に議案第２９号

「令和６年度の目標及びその達成に向けた活動計画について」、事務局の

説明をお願いいたします。 

 

【事務局説明】 

 

みなさんからご質問等ありませんか。この議案に関しては、我々委員

の活動についてなので、何かこうした方が良いとか、ご意見有れば伺い

たいと思います。 

 

はい。荒れてしまい、どうしても農地として活用できない所が●地区

には多々あるのですが、そういった農地を原野に戻す必要があるのでは

ないかと思います。国の方針は農地を維持する方向ですが、最適化活動

の目標達成には、荒れている農地を非農地にすると目標数値も達成でき

るのではないでしょうか。それともう一つ、農業委員の数についてです。

●方面は私一人なので、●方面の委員も一人いると良いと思います。 

 

はい。最初のご意見の非農地に関しては、基本的には農地の所有者か

ら申請していただく形なので、もし地区内に荒れている農地をみつけた

際は、所有者の方に助言していただくと良いと思います。●地区に農業

委員がいないことに関しては、立候補者がいなっかったためです。 

 

はい。私からもよろしいですか。 

 

はい。どうぞ。 

 

はい。非農地についてですが、例えば一団地の中に荒れた農地があっ

た場合、周辺の農地への影響を考えると、すぐ非農地にできるかと言う

と、それは出来ないと思います。そういった場合、様々な補助金制度を

検討したりして、活用することを検討することが目標達成への近道なの

ではないかと考えます。簡単に非農地にするより、推進委員の方々のご

協力も得ながら活用していく方が農業委員会としては良いのではないか

と思います。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 
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はい。私からもよろしいですか。 

 

はい。どうぞ。 

 

生産の目安が国から示されますが、50％近い比率で耕作要件が決まっ

てきており、5町歩作付けするには 10町歩の農地を所有していないと水

田として活用できないというような縛りがある中での話なので、当然自

己保全地というような形ですぐ復田できる状態で農地を保全していかな

ければならないですが、実際はそうなっていないというのが、９番委員

のご意見だと思います。条件の良い農地で耕作したいということは、農

家の皆さんにとって当然のことだと思います。手つかずの農地が増えて

いっているのも事実です。現在８地区で基盤整備していますが、今後整

備が進むにつれて、条件の良くない農地が残っていってしまうことにな

るとのだと思います。農業委員の皆さんには、農地の番人として地域の

農地をみていただき、農地を手放したい等の声が聞こえてきた際には、

ぜひコンタクトをとっていただき、色々な情報を事務局と共有し、連携

していくような活動もお願いしたいと思います。 

 

はい。他にご意見やご質問ありませんか。 

 

ありません。 

 

それでは議案第２９号は決定いたします。 

これで第１１回の総会を終了します。ありがとうございました。 
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会長                        印 
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委員                        印 

 


